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市第67号議案 

横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運 

営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果 

的な支援の方法等の基準に関する条例の一部改正 

 横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の

基準に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成26年９月３日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運 

営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果 

的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する 

条例 

横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の

基準に関する条例（平成24年12月横浜市条例第78号）の一部を次の

ように改正する。 

第14条中「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等

基準」という。）第30条第９号」を「横浜市指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法等の基準に関する条例（平成 年 月横浜市条

例第 号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。）第33条
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第９号」に改める。 

第42条第１号中「指定介護予防支援等基準第30条第７号」を「指

定介護予防支援等基準条例第33条第７号」に改める。 

第80条第１項第２号中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質

、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成27年４月１日から施行する。ただし、第80条第 

１項第２号の改正規定は、平成26年11月25日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関す

る条例の制定及び薬事法の一部改正に伴い、関係規定の整備を図る

ため、横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、

指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

等の基準に関する条例の一部を改正する必要があるので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 

営 、 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 

的 な 支 援 の 方 法 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 心 身 の 状 況 等 の 把 握 ） 

第 14 条  指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 

提 供 に 当 た っ て は 、 利 用 者 に 係 る 介 護 予 防 支 援 事 業 者 が 開 催 す る 

           横 浜 市 指 定 介 護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 
サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 （ 
          指 定 介 護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 

 び 運 営 、 指 定 介 護 予 防 支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 
並 び に 指 定 介 護 予 防 支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 

 援 の 方 法 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成  年  月 横 浜 市 条 例 第  号 
の 方 法 に 関 す る 基 準 （ 平 成 18 年 厚 生 労 働 省 令 第 37 号 。 以 下 「 指 定 

 。 以 下 「 指 定 介 護 予 防 支 援 等 基 準 条 例 」 と い う 。） 第 33 条 第 ９ 号 
介 護 予 防 支 援 等 基 準 」 と い う 。） 第 30 条 第 ９ 号 

に 規 定 す る サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 を い う 。 以 下 同 じ 。） 等 を 通 じ て

、 利 用 者 の 心 身 の 状 況 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 、 他 の 保 健 医 療 サ

ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 状 況 等 の 把 握 に 努 め な け れ ば な ら

な い 。 

（ 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 提 供 に 当 た っ て の 留 意 点 ） 

第 42 条  指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 提 供 に 当 た っ て は 、 介 護 予 防 の 効

果 を 最 大 限 高 め る 観 点 か ら 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意 し な が ら 行 わ

な け れ ば な ら な い 。 

(1)  指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 提 

           指 定 介 護 予 
供 に 当 た り 、 介 護 予 防 支 援 に お け る ア セ ス メ ン ト （ 
                       指 定 介 護 予 

  防 支 援 等 基 準 条 例 第 33 条 第 ７ 号 
              に 規 定 す る ア セ ス メ ン ト を い う 
防 支 援 等 基 準 第 30 条 第 ７ 号 

。 以 下 同 じ 。） に お い て 把 握 さ れ た 課 題 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 介

護 の 提 供 に よ る 当 該 課 題 に 係 る 改 善 状 況 等 を 踏 ま え つ つ 、 効 率
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的 か つ 柔 軟 な 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の 提 供 に 努 め る こ と 。 

（ 第 ２ 号 省 略 ） 

第 80 条  指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 「 指 

定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 者 」 と い う 。） が 当 該 事 業 を 行 

う 事 業 所 （ 以 下 「 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 」 と い う 

。） ご と に 置 く べ き 従 業 者 （ 以 下 「 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 従 

業 者 」 と い う 。） の 員 数 は 、 次 に 掲 げ る 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 

理 指 導 事 業 所 の 種 類 の 区 分 に 応 じ 、 次 に 定 め る と お り と す る 。 

（ 第 １ 号 省 略 ）                                                 

(2)  薬 局 で あ る 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 に お け る 薬 

    医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 
 剤 師 
         薬 事 法 

  に 関 す る 法 律 
         （ 昭 和 35 年 法 律 第 145 号 ） に 規 定 す る 薬 局 と し て 

 

必 要 と さ れ る 数 以 上 

（ 第 ３ 号 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

 


